
標記の件について、以下のとおり収集します。

地　　　　　区 収　集　す　る　も　の １０月 １１月 １２月 不燃ごみの出し方の注意

Ａ・平岡、松島地区 　６日（土） 　３日（土） 　１日（土）

２０日（土） １７日（土） ２２日（土）

●缶　●びん　●金属類　●灰　●その他不燃ゴミ  １３日（土） １０日（土） ８日（土）

●古紙類 ２７日（土） １５日（土）

●有害ゴミ

Ｂ・鴬巣以南、坂部・折立方面 ●缶　●びん　●金属類　●その他不燃ゴミ　●灰 １７日（水） １９日（水）

●その他プラスチック　●ペットボトル １０日（水） １４日（水） １２日（水）

●古紙類 ３日（水） ５日（水）

●有害ゴミ

Ｃ・神原方面 ●缶　●びん　●金属類　●その他不燃ゴミ　●灰 ２１日（水）

●その他プラスチック　●ペットボトル ２４日（水） ２８日（水） ２６日（水）

●古紙類 ７日（水）

●有害ゴミ

Ｄ・上記以外の地区 ●缶　●びん　●金属類　●その他不燃ゴミ　●灰 ２３日(日)

●その他プラスチック　●ペットボトル ２３日(日)

●古紙類 ２３日(日) 建設課　環境水道係

●有害ゴミ TEL３２-１０２２（直通）

硬質プラスチック類、ゴム、ビニール、革製品等は燃やすごみとして出せます。

平成３０年１０月～１２月分　不燃（資源）ゴミの収集について
平成３０年(２０１８年）９月１３日

びん類の分別を徹底してください。無色・茶色・その他[青緑等]に分けて出してください。

資源となるプラスチック類、紙類は今までどおり分別してください。
（汚れが落ちにくいものは、無理に資源とせず、燃やすごみで出してください）

長沼、長島宇連、合戸、
為栗、峠山

●その他プラスチック　●ペットボトル

西原、東原Ａ、Ｂ、余野、中央、
北、本町、岡本、長野町、長野、
南上、南中、栄町、南下、松島

鴬巣、十久保、下山、中井侍、
途中上平、鴬巣宇連、坂部、
倉の平、福島
折立、清水

中組、戸口、大久那、向方、
大河内、梨畑、見遠

・必ず氏名の記入を
　してください。
・朝８時３０分までに
　出してください。
　また出す時間帯も
　前日夜から出すのは
　控えてください。）
・雨天の時は口を下に
　して出してください。
（袋に雨が
　　入らないように）
・レジ袋へプラを入れ
　て２重袋でゴミに出
　すのは絶対にしない
　でください。
・カセットボンベ等は
　必ず穴をあけ、中身
　を空にして出してく
　ださい。
・ライターは有害ごみ
　として分別をお願い
　します。


